
郡市区医師会長様

至急

厚生労働省「オンライン診療を行う医師向けの研修の受講」について

今般、標記のことにつき厚生労働省から日本医師会を通じ、本会宛別紙の通り案内

がありました。

同事務連絡では、標記研修につき、電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医

師は、遅くとも令和3年3月末までには受講することとされておりますので、オンラ

イン診療を実施される先生は、 3月末までに可能な限り速やかに受講いただきますよ

うお知らせ致します。

なお、オンライン診療は行わず電話でのみ診療される場合は、本研修の受講は不要

であるなど、詳しくは別紙の通りでありますので、貴会におかれましても、本件につ

きご了知いただき、貴会会員への周知につきお願い申し上げます。
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厚生労働省「オンライン診療を行う医師向けの研修の受講」について 

 

 

先般、令和 2 年 8 月 26 日付、厚生労働省医政局医事課の事務連絡「新型コロナウイルス感染症

の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項

等について」（令和 2 年 9 月 1 日付（地 295）（健Ⅱ261））にてご案内しました、厚生労働省「オン

ライン診療を行う医師向けの研修の受講」につき、改めてご案内いたします。 

同事務連絡では、本研修につき、電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師は、遅くとも

令和 3 年 3 月末までには受講することとされています。 

令和 2 年度の本研修事業は、本会が受託しておりますが、オンライン診療を実施される先生は、

3 月末までに可能な限り速やかに受講いただきますようお願い致します。 

なお、オンライン診療は行わず電話でのみ診療される場合は、本研修の受講は不要です。 

研修の申込ページは下記の通りになります。 

つきましては、貴会におかれましても本内容をご了知いただきますとともに、貴会管下の郡市区

医師会並びに関係医療機関等への周知方につき、ご高配賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_

00010.html 

（お申し込みは、「Ⅶ オンライン診療を行う医師向けの研修・緊急避妊薬の処方に関する

研修」以下の申し込み用 URL よりお願い致します。） 

 














